
回  覧                                            令和８年３月１６日 

 

各    位 

      

山北町長 湯川 裕司 

 

 

川村用水の清掃について 

 

 

川村用水の管理運営につきましては、日頃より多大なるご協力をいただきまして厚く

お礼申し上げます。 

さて、例年実施しています用水の清掃を下記のとおり行いますので、ご協力のほど

お願い申し上げます。 

記 

 

１．実 施 日 令和８年 ４月１２日(日)  午前８時～    小雨決行 

       雨天の場合 〃 １９日(日)  〃 

      ※両日も中止の場合は、再度延期は行わず本年度の作業は中止と

いたします。 

２．断水期間  令和８年 ４月１０日(金）午前９時～ １３日(月）午前９時 

       雨天の場合 〃 １７日(金）午前９時～ ２０日(月）午前９時 

   ※用水の断水のため、町営水道は断水いたしません。 

 

３．実施方法   

（１）ごみ（缶・びん、草木）の収集方法は、通常の町のごみ収集と同じ 

ように分別して集収日に出してください。 

（２）草木については、燃えるごみとして分別収集してください。 

（３）集積土砂は、土砂処分場に搬出するため、土砂のみとしてください。 

 （４）集積は決められた場所にお願いします。 
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